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皆さんは「有機農業」という言葉を聞いたこと 

はありますか？ 化学的に合成された肥料や農薬

を使用しない、遺伝子組換え技術を利用しない、環境への負荷をでき

る限り低減するというのが基本の考え方です。つまり、有機農業とは、

農薬や化学肥料を使わずに、自然の力を活かして作物を育てる農業の

こと。今日の給食に使われているすべての野菜は「有機農業」で育て

られたもので、有機栽培農産物ともいいます。 

 

 

 

 

 

 

※２００６年１２月８日に有機農業推進法が成立、２０１６年に１２月８日が「有機

農業の日」が制定されました。農林水産省では、「有機農業の日」に合わせて、有機食品

の認知度向上及び消費拡大を目的とし、学校給食における有機農産物の提供を推進して

います。そこで、港区小中学校では２０２５年１２月に有機農産物を使った給食を提供

することになりました。 


